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◎2月29日（木）午前１０時からの本会議において、議案や請願・陳情に

対する討論と表決が行われます。討論者は以下の通りです。 

 

ぜひ傍聴をお願いします!! 

議案第１５号    板橋区職員定数条例の一部を改正する条例 

       討論者：竹内愛議員 

 

議案第２１号   板橋区の福祉に関する事務所設置条例の一部を改正する条例 

                討論者：いわい桐子議員 

 

議案第２６号    介護保険条例の一部を改正する条例 

                討論者：いわい桐子議員 

 

 

※議員団は補正予算の5議案すべてに反対をしました。 

そのため、補正予算に対する反対討論を行います。 

               討論者：小林おとみ議員 

討論の後、国民健康保険条例の一部を改正する条例、 

また令和6年度当初予算に対する修正動議を提案します。 


